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第６号議案 
 
 

大阪府立門真スポーツセンター条例施行規則の一部改正について 
 
 
 大阪府立門真スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
 
 
平成２１年６月１９日 
 
 

大阪府教育委員会 
 
 
＜参 考＞ 
〔趣 旨〕 
  大阪府立門真スポーツセンター条例の一部を改正する条例の施行による指定管理者の

指定の手続等の変更に伴い、所要の規定整備等を行う。 
 
〔施行期日〕 平成２２年４月１日等 
 
〔根拠規定〕 
  大阪府教育委員会事務決裁規則 

第三条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。 
十七 規則及び特に重要な規程の制定改廃に関すること。 

 



６－２ 

大阪府立門真スポーツセンター条例施行規則の改正概要  

 
 
１ 改正理由  
  大阪府立門真スポーツセンター条例の一部を改正する条例の施行による指定管理者の

指定手続き等の変更に伴い、所要の規定整備等を行う。  
 
 
２ 改正内容  
 
 （１） 指定管理者の指定手続きの改正  

（第１条、第２条、第６条～第１６条）  
     スポーツ振興団体及び維持管理団体並びにこれらを構成員とする指定管理者の

指定手続きに関する規定を他の体育施設と同様とする。  
 （２） 指定管理者の指定手続きの改正に伴う別紙様式の改正（様式５～様式９）  
     上記（１）の指定管理者の指定手続きの変更に伴い、スポーツ振興団体及び維

持管理団体に関する様式について、所要の改正を行うもの。  
 （３） その他文言修正（第１７条）  

天災その他の緊急事態の発生時における国又は地方公共団体の利用に係る利

用料金の減免規定があるが、当該利用は地方自治法第２３８条の４第 7 項に規定

する行政財産の目的外使用に当たる。行政財産の目的外使用については、行政財

産使用料条例第６条第２号及び大阪府公有財産規則第２２条第４号、同規則第２

９条第 2 号でこれに関する規定があるため、当該規定を削除する。  
 
 
３ 改正時期  

 平成２２年４月１日。ただし、２（３）に係る部分については、公布の日。  
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大 阪 府 立 門 真 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 新 旧 対 照 表 

改 正 案 現 行 
(趣 旨) 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 大 阪 府 立 門 真 ス ポ ー ツ セ

ン タ ー 条 例(平 成 八 年 大 阪 府 条 例 第 八 号 。 以

下 「 条 例 」 と い う 。)第 九 条 の 規 定 に 基 づ き 、

大 阪 府 立 門 真 ス ポ ー ツ セ ン タ ー(以 下 「 セ ン

タ ー 」 と い う 。)の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。 

 

(開 館 時 間) 

第 二 条 セ ン タ ー の 開 館 時 間 は 、 午 前 九 時 か ら

午 後 九 時 ま で と す る 。 た だ し 、 条 例 第 二 条 に

規 定 す る 指 定 管 理 者(以 下 「 指 定 管 理 者 」 と

い う 。)は 、 大 阪 府 教 育 委 員 会(以 下 「 委 員 会 」

と い う 。)の 承 認 を 受 け た と き は 、 開 館 時 間

を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る 。 

２ （ 略 ） 

 

第 三 条 ～ 第 五 条 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(指 定 管 理 者 の 公 募) 

第 六 条 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ る 公 募 は 、 次 に 掲 げ る

事 項 を 示 し て 、 大 阪 府 公 報 に よ り 行 う 。 

一 セ ン タ ー の 名 称 及 び 所 在 地 

二 予 定 す る 指 定 期 間 

(趣 旨) 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 大 阪 府 立 門 真 ス ポ ー ツ セ

ン タ ー 条 例(平 成 八 年 大 阪 府 条 例 第 八 号 。 以

下 「 条 例 」 と い う 。)第 十 条 の 規 定 に 基 づ き 、

大 阪 府 立 門 真 ス ポ ー ツ セ ン タ ー(以 下 「 セ ン

タ ー 」 と い う 。)の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。 

 

(開 館 時 間) 

第 二 条 セ ン タ ー の 開 館 時 間 は 、 午 前 九 時 か ら

午 後 九 時 ま で と す る 。 た だ し 、 条 例 第 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者(以 下 「 指 定 管 理

者 」 と い う 。)は 、 大 阪 府 教 育 委 員 会(以 下 「 委

員 会 」 と い う 。)の 承 認 を 受 け た と き は 、 開

館 時 間 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が で き る 。 

２ （ 略 ） 

 
第 三 条 ～ 第 五 条 （ 略 ） 

 

 

(ス ポ ー ツ 振 興 団 体 及 び 維 持 管 理 団 体 の 協 力) 

第 六 条 条 例 第 二 条 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る ス ポ ー

ツ 振 興 団 体(以 下 「 ス ポ ー ツ 振 興 団 体 」 と い う 。)及 び

同 項 第 二 号 に 規 定 す る 維 持 管 理 団 体(以 下 「 維 持 管 理

団 体 」 と い う 。)は 、 こ れ ら に よ っ て 構 成 さ れ る 指 定

管 理 者 が 同 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 行 う に 当 た

っ て は 、 効 果 的 か つ 効 率 的 に 当 該 業 務 が 遂 行 さ れ る よ

う 相 互 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。 

  

(ス ポ ー ツ 振 興 団 体 の 指 定) 

第 七 条 委 員 会 は 、 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ る 指 定 に 当

た っ て は 、 あ ら か じ め 、 当 該 指 定 に 係 る 団 体 に 次 に

掲 げ る 書 類 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。 

一 予 定 す る 指 定 期 間 に 係 る セ ン タ ー の 管 理 に 関

す る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 計 画 書 

二 セ ン タ ー に 関 す る 管 理 体 制 計 画 書 

三 定 款 又 は こ れ に 準 ず る も の 

四 法 人 に あ っ て は 、 登 記 事 項 証 明 書 

五 役 員 又 は 代 表 者 若 し く は 管 理 人 そ の 他 こ れ ら

に 準 ず る 者 の 名 簿 及 び 履 歴 書 

六 事 業 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 

七 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 類 

八 最 近 三 事 業 年 度 の 事 業 報 告 書 、 貸 借 対 照 表 及 び

損 益 計 算 書 又 は こ れ ら に 類 す る も の 

九 こ の 条 の 規 定 に よ り 委 員 会 が 書 類 の 提 出 を 求

め た 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支

予 算 書 

十 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認

め る 書 類 

 

(維 持 管 理 団 体 の 公 募) 

第 八 条 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 公 募 は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 示 し て 、 大 阪 府 公 報 に よ り 行 う 。 

一 セ ン タ ー の 名 称 及 び 所 在 地 

二 予 定 す る 指 定 期 間 

６－５
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改 正 案 現 行 
三 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 の 手 続 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認

め る 事 項 

 

(指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請) 

第 七 条 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 指 定 管 理 者

指 定 申 請 書(様 式 第 五 号)を 提 出 す る こ と に よ り 行

わ な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

一 予 定 す る 指 定 期 間 に 係 る セ ン タ ー の 管 理 に 関

す る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 計 画 書 

二 セ ン タ ー に 関 す る 管 理 体 制 計 画 書 

三 定 款 又 は こ れ に 準 ず る も の 

四 法 人 に あ っ て は 、 登 記 事 項 証 明 書 

五 役 員 又 は 代 表 者 若 し く は 管 理 人 そ の 他 こ れ ら

に 準 ず る 者 の 名 簿 及 び 履 歴 書 

六 事 業 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 

七 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 類 

八 最 近 三 事 業 年 度 の 事 業 報 告 書 、 貸 借 対 照 表 及 び

損 益 計 算 書 又 は こ れ ら に 類 す る も の 

九 指 定 の 申 請 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 事 業 計 画

書 及 び 収 支 予 算 書 

十 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認

め る 書 類 

 

(指 定 管 理 者 の 指 定 の 基 準) 

第 八 条 条 例 第 五 条 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次

に 掲 げ る 基 準 と す る 。 

一 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ る 申 請 時 に お い て 、 三 年

以 上 、 団 体 と し て の 活 動 及 び ス ポ ー ツ 施 設 の 運 営

の 実 績(こ れ ら に 準 ず る と 委 員 会 が 認 め る 実 績 を

含 む 。)が あ る こ と 。 

二 天 災 そ の 他 緊 急 事 態 の 発 生 時 に お け る 危 機 管

理 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 を

適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る こ と を 判 断 す

る た め に 委 員 会 が 必 要 と 認 め て 定 め る 基 準 

 

 (学 識 経 験 者 の 意 見 聴 取) 

第 九 条 委 員 会 は 、 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理

者 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 学 識 経

験 者 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 た だ し 、 緊 急 の 必 要

が あ る 場 合 そ の 他 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認

め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 維 持 管 理 団 体 の 指 定 の 申 請 の 手 続 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認

め る 事 項 

 

(維 持 管 理 団 体 の 指 定 の 申 請) 

第 九 条 条 例 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 維 持

管 理 団 体 指 定 申 請 書(様 式 第 五 号)を 提 出 す る こ と

に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 維 持 管 理 団 体 指 定 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る

書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

一 予 定 す る 指 定 期 間 に 係 る セ ン タ ー の 管 理 に 関

す る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 計 画 書 

二 セ ン タ ー に 関 す る 管 理 体 制 計 画 書 

三 定 款 又 は こ れ に 準 ず る も の 

四 法 人 に あ っ て は 、 登 記 事 項 証 明 書 

五 役 員 又 は 代 表 者 若 し く は 管 理 人 そ の 他 こ れ ら

に 準 ず る 者 の 名 簿 及 び 履 歴 書 

六 事 業 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 

七 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 類 
八 最 近 三 事 業 年 度 の 事 業 報 告 書 、 貸 借 対 照 表 及 び

損 益 計 算 書 又 は こ れ ら に 類 す る も の 

九 指 定 の 申 請 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 事 業 計 画

書 及 び 収 支 予 算 書 

十 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認

め る 書 類 

 

(維 持 管 理 団 体 の 指 定 の 基 準) 

第 十 条 条 例 第 五 条 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次

に 掲 げ る 基 準 と す る 。 

一 条 例 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 請 時 に お い

て 、 三 年 以 上 、 団 体 と し て の 活 動 及 び ス ポ ー ツ 施

設 の 運 営 の 実 績(こ れ ら に 準 ず る と 委 員 会 が 認 め

る 実 績 を 含 む 。)が あ る こ と 。 

二 天 災 そ の 他 緊 急 事 態 の 発 生 時 に お け る 危 機 管

理 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 を

適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る こ と を 判 断 す

る た め に 委 員 会 が 必 要 と 認 め て 定 め る 基 準 

 

 (学 識 経 験 者 の 意 見 聴 取) 

第 十 一 条 委 員 会 は 、 条 例 第 五 条 の 規 定 に よ り 維 持 管

理 団 体 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 学

識 経 験 者 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。 た だ し 、 緊 急 の

必 要 が あ る 場 合 そ の 他 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る

と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

 (指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請) 

第 十 二 条 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う

と す る も の は 、 そ の 構 成 す る ス ポ ー ツ 振 興 団 体 及 び

維 持 管 理 団 体 に よ る 指 定 管 理 者 に 関 す る 協 定 の 締

結 後 、 指 定 管 理 者 指 定 申 請 書(様 式 第 六 号)を 委 員 会

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

一 指 定 管 理 者 に 関 す る 協 定 書 の 写 し 

６－６



 

改 正 案 現 行 
 
 
 
 
(指 定 管 理 者 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出) 

第 十 条 条 例 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 指 定

管 理 者(名 称 ・ 住 所)変 更 届 出 書(様 式 第 六 号)を 提 出

す る こ と に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

 

 

 

 

 

(事 業 報 告 書 の 提 出) 

第 十 一 条 指 定 管 理 者 は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後(年 度 の

途 中 に お い て 指 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、

そ の 取 り 消 さ れ た 日 後)三 十 日 以 内 に 、 セ ン タ ー の

管 理 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 事 業 報 告

書 を 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 業 務 の 実 施 状 況 

二 セ ン タ ー の 利 用 状 況 

三 業 務 に 係 る 経 理 の 状 況 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認

め る 事 項 

  

 

(利 用 料 金 の 額 の 承 認 申 請) 

第 十 二 条 条 例 第 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 承 認 を 受 け

よ う と す る 指 定 管 理 者 は 、 利 用 料 金 承 認 申 請 書(様

式 第 七 号)を 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 
(利 用 料 金 の 還 付 の 基 準) 

第 十 三 条 条 例 第 八 条 第 五 項 た だ し 書 の 別 に 定 め る

基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 を 還 付 す る こ と が で き る こ と と す

る 。 

一 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り セ ン タ ー

を 利 用 す る こ と が で き な い 場 合 で 指 定 管 理 者 が

適 当 と 認 め る と き 。 条 例 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す

る 利 用 料 金(以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。)に 相 当 す

る 額 

二 第 四 条 の 規 定 に よ り 利 用 の 承 認 を 受 け た も の

(以 下 「 利 用 者 」 と い う 。)が 利 用 の 申 込 み を 取 り

消 し た 場 合 に お い て 、 セ ン タ ー の 施 設 の 利 用 状 況

及 び 利 用 形 態 に 応 じ て 施 設 の 有 効 な 活 用 に 支 障

が な く 、 指 定 管 理 者 が 適 当 と 認 め る と き 。 利 用

の 申 込 み の 取 消 し の 時 期 に 応 じ て 指 定 管 理 者 が

適 当 と 認 め る 額 

 
 
(利 用 料 金 の 減 免 の 基 準) 

第 十 四 条 条 例 第 八 条 第 六 項 の 別 に 定 め る 基 準 は 、 次

に 掲 げ る 基 準 と す る 。 

 

 

 

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認 め

る 書 類 

 

(指 定 管 理 者 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出) 

第 十 三 条 条 例 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 指

定 管 理 者(名 称 ・ 住 所)変 更 届 出 書(様 式 第 七 号)を 提

出 す る こ と に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

２ ス ポ ー ツ 振 興 団 体 又 は 維 持 管 理 団 体 は 、 名 称 又 は

住 所 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 ス ポ

ー ツ 振 興 団 体 ・ 維 持 管 理 団 体(名 称 ・ 住 所)変 更 届 出

書(様 式 第 八 号)を 提 出 す る こ と に よ り 委 員 会 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。 

 

(事 業 報 告 書 の 提 出) 

第 十 四 条 指 定 管 理 者 は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後(年 度 の

途 中 に お い て 指 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、

そ の 取 り 消 さ れ た 日 後)三 十 日 以 内 に 、 セ ン タ ー の

管 理 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 事 業 報 告

書 を 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
一 業 務 の 実 施 状 況 

二 セ ン タ ー の 利 用 状 況 

三 業 務 に 係 る 経 理 の 状 況 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 委 員 会 が 必 要 と 認

め る 事 項 

 

 

 (利 用 料 金 の 額 の 承 認 申 請) 

第 十 五 条 条 例 第 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 承 認 を 受 け

よ う と す る 指 定 管 理 者 は 、 利 用 料 金 承 認 申 請 書(様

式 第 九 号)を 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 

(利 用 料 金 の 還 付 の 基 準) 

第 十 六 条 条 例 第 九 条 第 五 項 た だ し 書 の 別 に 定 め る

基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 を 還 付 す る こ と が で き る こ と と す

る 。 

一 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り セ ン タ ー

を 利 用 す る こ と が で き な い 場 合 で 指 定 管 理 者 が

適 当 と 認 め る と き 。 条 例 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す

る 利 用 料 金(以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。)に 相 当 す

る 額 

二 第 四 条 の 規 定 に よ り 利 用 の 承 認 を 受 け た も の

(以 下 「 利 用 者 」 と い う 。)が 利 用 の 申 込 み を 取 り

消 し た 場 合 に お い て 、 セ ン タ ー の 施 設 の 利 用 状 況

及 び 利 用 形 態 に 応 じ て 施 設 の 有 効 な 活 用 に 支 障

が な く 、 指 定 管 理 者 が 適 当 と 認 め る と き 。 利 用

の 申 込 み の 取 消 し の 時 期 に 応 じ て 指 定 管 理 者 が

適 当 と 認 め る 額 

  

(利 用 料 金 の 減 免 の 基 準) 

第 十 七 条 条 例 第 九 条 第 六 項 の 別 に 定 め る 基 準 は 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に 、 利 用 料 金 を 減

額 し 、 又 は 免 除 す る こ と が で き る こ と と す る 。 

一 天 災 そ の 他 の 緊 急 事 態 の 発 生 に よ り 、 避 難 し 、

又 は 待 機 す る 場 所 と し て 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 

６－７



 

改 正 案 現 行 
 

 

一 次 に 掲 げ る 者 が セ ン タ ー を 利 用 す る 場 合 で 指

定 管 理 者 が 適 当 と 認 め る と き 。 

イ 身 体 障 害 者 福 祉 法(昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百

八 十 三 号)第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 身 体 障

害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 及 び そ の 介 護

を 行 う 者 

ロ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律

(昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号)第 四 十 五 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳

の 交 付 を 受 け て い る 者 及 び そ の 介 護 を 行 う 者 

ハ 知 的 障 害 の あ る 者 と 判 定 さ れ て 、 療 育 手 帳 の

交 付 を 受 け て い る 者 及 び そ の 介 護 を 行 う 者 

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 利 用 者 間 の 均 衡 を 失

し な い 範 囲 内 に お い て 指 定 管 理 者 が 適 当 と 認 め

る と き 。 

 

 

 

第 十 五 条 ～ 第 十 九 条  

セ ン タ ー を 利 用 す る 場 合 で 指 定 管 理 者 が 適 当 と

認 め る と き 。 

二 次 に 掲 げ る 者 が セ ン タ ー を 利 用 す る 場 合 で 指

定 管 理 者 が 適 当 と 認 め る と き 。 

イ 身 体 障 害 者 福 祉 法(昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百

八 十 三 号)第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 身 体 障

害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 及 び そ の 介 護

を 行 う 者 

ロ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律

(昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号)第 四 十 五 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳

の 交 付 を 受 け て い る 者 及 び そ の 介 護 を 行 う 者 

ハ 知 的 障 害 の あ る 者 と 判 定 さ れ て 、 療 育 手 帳 の

交 付 を 受 け て い る 者 及 び そ の 介 護 を 行 う 者 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 利 用 者 間 の 均 衡 を

失 し な い 範 囲 内 に お い て 指 定 管 理 者 が 適 当 と 認

め る と き 。 

 

 

 

第 十 八 条 ～ 第 二 十 二 条 
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改 正 案 現 行 
様式第５号(第７条関係)  

指 定管 理 者 指定 申 請 書 

  

年   月   日

  

 

 大 阪 府教 育 委 員会  様 

  

申 請者  住所

(電 話 番号            )

名称

代表 者 の氏 名           印

  

  

  

  

大 阪 府立 門 真 スポーツセンター条 例 第 4 条の規 定により、大 阪府 立 門 真スポー

ツセンターの指 定 管理 者 の指 定 を受 けたいので、別 紙 の書 類 を添 付 して申請 しま

す。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第５号(第９条関係)  
維持 管 理 団体 指 定 申請 書  

  

年   月   日  

  

 

 大 阪 府教 育 委 員会  様 

  

 

申 請者  住所  

(電 話 番号            )  

名称  

代表 者 の氏 名           印  

  

  

  

  

大 阪 府立 門 真 スポーツセンター条 例 第 4 条 第 2 項 の規 定 により、大阪 府 立門 真

スポーツセンターの維 持管 理団 体 の指 定 を受 けたいので、別紙 の書 類 を添 付 して

申請 します。 

  
 

様式第６号(第１２条関係)  
指 定 管 理 者 指 定 申 請 書  

  

年   月   日  

  

  

大 阪 府 教 育 委 員 会  様  

 

  

申 請 者  住 所  

(電 話 番 号            )  

名 称  

代 表 者 の氏 名           印  

  

  

  

  

大 阪 府 立 門 真 スポ ー ツ センター 条 例 第 6 条 の 規 定 に より、 大 阪 府 立 門 真 スポ ー

ツセン ター の指 定 管 理 者 の指 定 を受 けたい の で、別 紙 の書 類 を添 付 して申 請 しま

す。  

  

６－９
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改 正 案 現 行 
様式第６号(第１０条関係)  

指 定 管 理 者 (名 称 ・住 所 )変 更 届 出 書  

年   月   日

  

 大 阪 府 教 育 委 員 会  様  

  

届 出 者  住 所

(電 話 番 号            )

名 称

代 表 者 の氏 名           印

  

  

 大 阪 府 立 門 真 スポー ツ センター 条 例 第 ６条 第 2 項 の規 定 に より、 次 のとお り届 出

をしま す 。 

変 更 前    

変 更 の 内 容  

変 更 後    

変 更 予 定 年 月 日   年   月   日  

 

変 更 の 理 由    

 

  

 

様式第７号(第１３条関係)  
指 定 管 理 者 (名 称 ・住 所 )変 更 届 出 書  

年   月   日  

  

 大 阪 府 教 育 委 員 会  様  

  

届 出 者  住 所  

(電 話 番 号            )  

名 称  

代 表 者 の氏 名           印  

  

  

 大 阪 府 立 門 真 スポー ツ センター 条 例 第 7 条 第 2 項 の規 定 に より、 次 のとお り届 出

をしま す 。 

 

 
 
 

変 更 前    

変 更 の 内 容  

変 更 後    

変 更 予 定 年 月 日   年   月   日  

  

変 更 の 理 由    

  

  
様式第８号(第１３条関係)  

ス ポ ー ツ 振 興 団 体 ・ 維 持 管 理 団 体 ( 名 称 ・住 所 )変 更 届 出 書  

 

年   月   日  

  

 大 阪 府 教 育 委 員 会  様  

  

届 出 者  住 所  

(電 話 番 号            )  

名 称  

代 表 者 の氏 名           印  

  

  

 

大 阪 府 立 門 真 スポ ー ツ センター 条 例 施 行 規 則 第 13 条 第 2 項 の 規 定 に よ り、 次

のとお り 届 出 をしま す 。  

変 更 前    

変 更 の 内 容  

変 更 後    

変 更 予 定 年 月 日    年   月   日  

  

変 更 の 理 由    

  

  

６－１０
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改 正 案 現 行 
様式第７号(第１２条関係)  様式第９号(第１５条関係)  

利用 料 金承 認 申 請書  

  

年   月   日

  

 大 阪 府教 育 委 員会  様 

  

申 請者  住所

(電 話 番号            )

名称

代表 者 の氏 名           印

  

  

  

  

大 阪 府立 門 真 スポーツセンター条 例 第 ８条 第 3 項 の規 定 により、大阪 府 立門 真

スポーツセンターの利 用料 金の額 について、別 添 のとおり申 請します。 

利用 料 金承 認 申 請書  

  

年   月   日  

  

 大 阪 府教 育 委 員会  様 

  

申 請者  住所  

(電 話 番号            )  

名称  

代表 者 の氏 名           印  

  

  

  

  

大 阪 府立 門 真 スポーツセンター条 例 第 9 条 第 3 項 の規 定 により、大阪 府 立門 真

スポーツセンターの利 用料 金の額 について、別 添 のとおり申 請します。 
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